
令和４～６年物品の売買等に係る入札参加資格審査申請書提出要項 

 

令和４～６年において、益田市が発注する物品の売買及び修理、製造の請負、物品の貸借、役務の

提供並びに業務の委託（測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係

るものは除く。）の競争入札（随意契約を含む。）に参加を希望される方は、次により電子申請及び関

係書類を提出し、益田市物品の売買等に係る入札参加資格等審査要綱（以下「審査要綱」という。）

第４条第３項に規定する審査を受けてください。 

申請方法は、「資格申請システム」を利用したインターネットからの電子申請となります。 

 

 1  資格要件   

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員に該当

しない者であること。 

（３） 営業に際して、許可等が必要とされる場合において、これを受けている者であること。 

（４） 市税を滞納していない者であること。 

（５） 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 

 ２  申請方法   

  申請は、原則として電子申請となります。インターネットでの申請の後、必要書類を提出して

ください。詳しくは下記書類を確認の上、申請してください。 

 

●島根県電子調達システム（資格申請システム）による物品・役務入札参加資格申請の手引き 

（共通編）【令和４年～６年定期審査用】 

（以下「手引き（共通編：物品・役務）」という） 

●島根県電子調達システム資格申請システム操作マニュアル（物品・役務） 

（以下「手引き（操作マニュアル編：物品・役務）」という） 

    

～電子申請の流れ～ ※①、②は以前にＩＤを取得されている方は不要です。 

①島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」により予備登録をします。 

②「ＩＤ・パスワード通知メール」が送信されます。 

③ＩＤ・パスワードを使用し、本登録をします。本登録が完了すると「申請受付確認メール」が送

信されます。 

 ④添付書類を提出します。共通添付書類・個別添付書類それぞれの提出先を確認の上提出してくだ 

さい。 

 ⑤申請内容の基本的な部分を確認し受理すると、受理完了メールが送信されます。 

 ⑥登録内容及び添付書類に不備等あれば「修正指示通知メール」が送信されますので、修正や追加 

書類を提出してください。 

 ⑦各自治体が認定作業を行い、認定された場合には「認定完了メール」が送信されます。 

 



 ３ 申請期間   

（１） 受付期間 随時受け付けます。（日曜、土曜及び祝日は除く。） 

（２） システム稼働時間 上記期間内の開庁日 ８時から２３時まで 

（３） 添付書類提出先  

〒698-8650 島根県益田市常盤町１番１号 

      益田市役所 総務部 総務管財課 入札監理室 

 ※資格申請システムによる本登録並びに共通添付書類及び個別添付書類の提出を完了してくださ

い。 

 ※提出書類は、Ａ４版フラットファイル（緑色）に綴じ込み、背表紙に会社名を明記してください。 

 ※郵送の場合、書類受付の確認が必要な方は返信用のはがき等を同封してください。 

※登録業者名簿は、総務管財課の閲覧所で閲覧できます。 

 

 ４ 有効期間   

   資格認定日から令和６年１２月３１日まで 

   （この間に申請内容に変更が生じた場合は必ず変更届を提出してください。） 

 

 ５ 添付書類の提出について   

  島根県及び益田市を含む県内市町での共同受付になりますので、共通審査団体で審査する共通添

付書類と、各市町で審査する個別添付書類の提出が必要です。システムからそれぞれの書類送付票

と提出先が印刷されますので、書類内容と提出先を確認の上、提出してください。 

 

【共通添付書類】（各自治体が共通して必要とする書類「手引き（共通編：物品・役務）」参照） 

提出書類 説明 

(1)共通添付書類送付票 資格申請システムから出力（提出書類をチェックしたもの） 

(2)誓約・同意【共通審査用】 
・資格申請システムから出力 

・提出日及び代表者職氏名を記入したもの 

(3) 

〔法人〕履歴事項全部証明書 写し可 証明年月日が申請日の３ヶ月前の日以降のもの 

〔個人〕本籍地発行の代表者身分（元）証明書 写し可 証明年月日が申請日の３ヶ月前の日以降のもの 

 

(4)消費税及び地方消費税の納税証明書（その３） 

 

※新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の

猶予を受けているため、「納税証明書（その３）」が

発行されない場合は、「納税証明書（その１）」を提

出してください。未納税額全額について納税の猶予

を受けていることが明記されていることが必要で

す。 

写し可 証明年月日が申請日の３ヶ月前の日以降のもの 

(5)役員等名簿（共通様式１号） エクセルデータをアップロード 

 

 



【個別添付書類】（益田市に提出する書類） 

提出書類 説明 

(１)個別添付書類送付票（益田市） 資格申請システムから出力されるもの。 

(２)申請者側の入力内容確認画面を印刷したもの 資格申請システムから出力されるもの。 

(３)営業経歴書（審査要綱様式第２号） 様式はホームページからダウンロードしてください。 

(４)営業に必要な許可、認可等の書類の写し 特に許可等を必要としない場合は不要です。 

(５)使用印鑑届（様式第１号） 

・入札、契約、請求等に使用する印鑑を届け出てください。 

・様式はホームページからダウンロードしてください。 

(６)市税に係る納税証明書（完納証明） 

益田市が発行した市税の滞納が無いことの証明書を提出

してください。（益田市市税の納付を要しない者は、提出

不要。市内に営業所を有する者で、営業所としての納税が

ない場合は、本社で申請してください。） 

(７)貸借対照表等及び損益計算書 個人の場合は、損益計算書のみ提出してください。 

(８)代理店・特約店証明書 代理店又は特約店である場合のみ提出してください。 

(９)委任状（様式第２号） 

 

・資格の有効期間中、入札等に関する権限を代理人に委任

する場合のみ提出してください。 

・様式はホームページからダウンロードしてください。 

(1０)法人市民税確定申告書（益田市提出分）の写し 
益田市内に権限の委任を受けた支社・支店を有する者のみ

提出してください。 

(1１)印刷物調査票（様式第３号） 

 

・様式はホームページからダウンロードしてください。 

・営業種目の大分類Ａ０３「印刷・製本類」を希望する者

のみ提出してください。 

 

(1２)Ａ４版フラットファイル（緑色） 背表紙に会社名を明記してください。 

※様式はホームページからダウンロードできます。 

 

 ６ 営業品目登録について   

  資格申請システムにおいて、益田市に申請する営業品目を登録する際には、別表「営業品目表」

を参考に登録を行い、主な取扱品目等を備考欄に入力してください。 

※「電力供給」を登録される場合は、大分類「油脂・電力・燃料類」、小分類「電力」での登録とし

て下さい。 



 ７ 審査結果及び資格の認定について   

  システムにより認定結果を送信します。メール及びシステムで認定内容をご確認ください。 

 

【認定までの流れ】 

次の場合、申請のあった月に認定、翌月 1日までに名簿登録となります。 

①毎月 10 日（毎年 1 月と令和６年 11 月は 15 日）までにデータ入力及び添付書類の提出が完了

したもの（添付書類必着） 

②20日（毎年 1月と令和６年 11月は２5日）までにデータ、書類の修正が完了したもの 

※ただし、本社の所在地が益田市外の場合は、原則として 1月、4月、7月、10月の認定、名簿登

載となります。 

 

※期限日が土日・祝日になった場合は翌開庁日とします。 

 

 ８ 提出書類作成上の注意   

●個別添付書類(３) 営業経歴書（審査要綱様式第２号） 

  ア 「営業年数」欄のうち「営業年数の括弧書き」は、益田市と直接取引をしようとする営業所 

    等の営業年数を記入してください。 

  イ 「従業員数」欄は、本店、支店、営業所、出張所等（以下これらを「営業所等」という。）

の営業組織全体の職員数を記入し、下段は、益田市と直接取引をしようとする営業所等（本

店であれば本店のみ、支店であれば支店のみ。）の常駐職員数を記入してください。 

  ウ 「売上実績」欄は、参加希望営業種目ごとの直前決算年１年の売上額を希望順位１位から順   

に記入してください。 

  エ 「主要取引金融機関名」欄は、市と取引しようとする営業所等についての主要取引金融機関   

名を記入してください。 

オ 「営業実績」欄は、前年総売上額の取引の大きい順に記入できる範囲内で記入してください。 

  カ 「自己資本額」欄は、法人にあっては、申請直近の事業年度の決算における資本金（又は出

資金）、準備金、積立金及び繰越金（繰越利益金又は繰越欠損金）を加えた額に剰余（欠損）

金処分の額を加えた額を記入すること。個人にあっては、直近決算において前年度から繰り

越しした純資本金の額（自己資金）を計欄に記入すること。 

  キ 「設備」欄の区分（機械器具、車両・運搬具、工具・器具）について、別紙「営業用機械器

具調書」に内訳としてそのものの名称等を記入してください。 

  ク 「特約店・代理店関係」欄について、そのもののわかる証明書（特約店証明書等）を添付し 

てください。 

●個別添付書類(１０) 法人市民税確定申告書 

  ア 益田市総務部税務課に提出した直近のもの（写し）を提出してください。 

●個別添付書類(１１) 印刷物調査票（様式第３号） 

  ア 営業種目表大分類Ａ０３「印刷・製本類」を希望する場合のみ提出してください。 

  イ 印刷物の種類で対応ができるものに○、できないものに×を記入してください。 

 ９ その他   

（１）市内業者の方は、申請される営業種目によってはヒアリングを実施する場合があります。 



（２）有効期間内に提出書類の内容に変更があった場合は、変更手続きが必要です。 

（３）営業種目表（別表）の右端の「電子入札」欄に◎若しくは○がある営業種目については、電子

入札の対象としますので利用者登録をしてください。なお、今後、電子入札の対象を拡大して

いきます。 

   ※ 参加資格申請にはＩＣカード等は不要ですが、電子入札の対象となる営業種目では必要と

なります。 

※ 電子入札欄に「◎」がある場合は、利用者登録がない場合は入札に参加（指名通知）でき 

ません。「○」の場合は、紙入札も可とします。 

（４）電子入札対象の案件及び結果については「島根県電子調達共同利用システム  入札情報サービ

ス（ＰＰＩ）」に掲載しています。 

（５）やむを得ない事情により資格申請システムでの申請が困難で、益田市へのみの申請の場合には、 

書面での申請を認める場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

 １０ 問い合わせ先   

   

益田市役所 総務部 総務管財課 入札監理室 

〒６９８－８６５０ 島根県益田市常盤町１番１号 

  ＴＥＬ ０８５６－３１－０１５１ 

  ＦＡＸ ０８５６－２３－０９３０ 

 

 

 【システムの操作方法等に関する問い合わせ先】 

 

  島根県電子調達システムヘルプデスク 

  ＴＥＬ ０８５２－２５－６７０１ 

  （受付時間：県庁開庁日 ９：００～１７：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第2号(第3条関係) 

営 業 経 歴 書 

本 店 

商 号 又 は

名 称 
  

所 在 地 
〒   ― 

代表者職氏名   

電 話 及 び

F A X 番 号 

電話番号 FAX番号 

市と取引する支社(支店)営業所等 

商 号 又 は

名 称 
  

所 在 地 
〒   ― 

代表者職氏名 
  

電 話 及 び

F A X 番 号 

電話番号 FAX番号 

営 業 年 数 

創 業 現組織に変更 営業年数 

年  月  日 

年  月  日      年  月 

(    年  月) 

従 業 員 数 技術関係職員 事務関係職員 販売関係職員 その他の職員 計 

〔全 体〕           

〔営業所等〕           

売 上 実 績 営業種目(小分類) 売上総額(千円) 営業比率 
 参加営業種目の

欄に記載された1

位から順に売上額

を記入してくださ

い。 

  

内

訳 

1位       

2位       

3位       

4位       

5位       

そ の 他     

  直前第1年度分決算 計   100％ 

主 要 取 引

金融機関名 

  

益田市と直接取引を

しようとする営業所

等の営業年数を記入

してください。 

営業種目ごとの直前決

算年１年の売上額を希

望順位１位から順に記

入してください。 

市と取引しようとする営業所

等についての主要取引金融機

関名を記入してください。 

〔全体〕欄は、本店、支店、営業所、出張所等（以下これらを「営業所等」

という。）の営業組織全体の職員数を記入し、〔営業所等〕欄は、益田市と直

接取引をしようとする営業所等（本店であれば本店のみ、支店であれば支店

のみ。）の常駐職員数を記入してください。 

審査要綱様式第 2号 



(裏面) 

営 業 実 績 審査基準日直前の

2年の平均売上額 

①前年の総売上額 ②前々年の総売上額 

(      円＋     円)÷2＝   千円 

上 記 ① の 内 訳 

取 引 先 取引額(千円) 取 引 の 主 な 内 容 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

自己資本額 

(千円) 

区 分 直前決算時 剰余(欠損)金処分 計 

払込資本金       

準 備 金       

積 立 金       

繰 越 利 益

(欠 損) 金 
      

計       

設 備 

(千円) 

区 分 機械器具 車両・運搬具 工具・器具 計 

①価 格         

②減価償却費         

①－②価格         

特約店・代理

店関係 

区 分 品 目 事 業 所 名 

特・代     

特・代     

特・代     

特・代     

特・代     

前回申請書

提出の有無 
有 ・ 無 ＊受付番号   ＊登録番号   

 備考 ＊印の欄には、記入しないでください。 

 

   

前年総売上額の取引の大

きい順に記入できる範囲

内で記入してください。 

法人：申請直近の事業年度の決算における資本金（又は支出

金）、準備金、積立金及び繰越金（繰越利益金又は繰越欠損金）

を加えた額に剰余（欠損）金処分の額を加えた額を記入して

ください。 

個人：直近決算において前年度から繰越しした準資本金の額

（自己資金）を計欄に記入してください。 

そのもののわかる証明書

を添付してください。 

区分について、別紙「営業用機械器具調書」

に内訳として記入してください。 


